
 

 

 

第２期中期目標期間 

（平成 22～27 年度） 

自己点検・評価報告書 

 

 

 

 

平成 28 年３月 

国際教育研究協働機構 



国際教育研究協働機構

目   次 

Ⅰ 中期目標期間の実績概要 

Ⅱ 特記事項 

Ⅲ 次期中期目標期間に向けた課題等 

Ⅳ 中期計画の実施状況（主担当分） 



国際教育研究協働機構

Ⅰ 中期目標期間の実績概要 

１．組織の特徴 

（１）国際教育研究協働機構の設置目的

国際教育研究協働機構は，文部科学省事業であるスーパーグローバル大学創成支援事業の構想に

基づき，本学におけるガバナンス改革を通して国際通用性のある教育研究システムを構築し，国際

的ネットワークの強化や学生と教職員の国際交流の飛躍的な活性化を図るための組織として，企画

戦略本部の立ち上げに先立ち，時限付きで平成 26年 12月に設置した。 

（２）体制

本機構は学長を機構長とし，同機構の運営委員会の下に，スーパーグローバル大学創成支援事業

に伴う企画・戦略策定及び制度整備に関する業務並びに他の部門に属さない業務を行う「企画戦略

部門」，スーパーグローバル大学創成支援事業の国際連携推進体制及び環境の整備に関する業務を

行う「国際連携推進部門」及び「スーパーグローバル大学創成支援推進部門」を設置している。 

（資料１）国際教育研究協働機構の体制 

2015/04/08

国際教育研究協働機構

企画戦略部門
［業務内容］ スーパーグローバル大学創成支援事業に伴う企画・戦略策定及び制度整備に関する業務

並びに他の部門に属さない業務
①SGU構想に掲げるガバナンス改革の戦略策定(学内組織と有機的に連携した体制構築含)
②教育情報の海外への発信・公開・広報戦略策定，国際認証評価
③教職員の国際力向上に向けた戦略策定
④国際交流活動学生サポーター制度整備

［構 成］ 部門長：佐藤勲副学長（国際企画担当） UEA1名 他有期雇用職員は各担当課に所属
事務担当：企画・評価課 国際戦略グループ
協力担当：総務課，人事課，広報・社会連携課，主計課，国際連携課，教務課，

研究企画課，施設総合企画課，すずかけ台総務課 他

国際連携推進部門
［業務内容］ スーパーグローバル大学創成支援事業の国際連携推進体制及び環境の整備に関する業務

①海外トップ大学との交流活動推進に向けた調査
②実質的な交流展開に向けた戦略的な海外大学，企業等との協議・調整
③学生交流（派遣・受入）プログラム拡充・実施体制整備

（サマープログラム，学生の語学力向上支援，危機管理等含む）
④外国人教員・研究者等の受入環境整備（宿舎、英文化支援チーム拡充、ICS活用方策等）

［構 成］ 部門長：関口副学長（国際連携担当） UEA2名 他有期雇用職員は各担当課に所属
事務担当：国際連携課 総務グループ
協力担当：留学生交流課，国際事業課，教務課，学生支援課，入試課，研究企画課 他

情報活用ＩＲ室
［ミッション］ ［構 成］
①学内の教育・研究・大学運営に係る情報収集 常勤教員（兼務）１名：システム開発
②本学の国際的な評価に係る情報収集 常勤職員1名 特定有期雇用職員（重点予算で採用）
③大学のビジョン策定等に必要な評価分析
④情報の着実かつ効果的な収集・分析手法の開発

機構長： 三島学長
副機構長： 岡田理事・副学長

運営委員会
［ミッション］ ①SGU事業全体の統括 ②SGU事業年次計画策定 ③大学改革推進本部との連携
［構 成］ 機構長，副機構長，全理事・副学長，各部門長，事務局長，各部長 他

事務担当: 企画・評価課 国際戦略グループ

スーパーグローバル大学創成支援推進部門
［業務内容］ スーパーグローバル大学創成支援事業の運営に関する業務

［構 成］ 部門長： 丹沢副学長（総務担当）・事務局長
事務担当： 企画評価課 国際戦略グループ
協力担当： 国際連携課，教務課，研究資金管理課

国際アドバイザリーボード（仮称）
［ミッション］ 教育・研究・国際連携・大学運営にわたる大学のビジョンの実現に対して，国際的視点から助言を行う
［構 成］ 海外トップ大学教員，大使館関係者，卒業生 等

出典：機構作成資料 
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国際教育研究協働機構

（３）特徴

本機構は，スーパーグローバル構想に特化した迅速な決定を行うこととし，その機能を平成 28

年４月に設置される「企画戦略本部」に順次移行していくこととなっている。また，スーパーグロ

ーバル構想調書によれば，「平成 28 年度に開始する新しい教育体系を立案・企画している「基本構

想会議」ならびに「教育改革推進本部(現：大学改革推進本部)」は，新しい教育システムが開始さ

れた時点で，本機構に統合する」としていることから企画戦略本部は，本機構及び教育改革推進本

部(大学改革推進本部)を統合した組織とすることとなっている。 

２．実績の概要 

（１）企画戦略本部構想

学長がリーダーシップを発揮できるガバナンス体制を強化するため，戦略立案の中核組織として，

これまで整備してきた企画室等の企画立案組織を抜本的に組み替え所掌範囲の垣根をなくした一

元的な組織「企画戦略本部」（本部長：学長）の設置を当初の予定より１年前倒しして，28年４月

１日の設置を決定した。 

（２）国際アドバイザリーボード

国際的な知見から本学の教育研究活動やガバナンスの仕組み等に助言や提言を行う組織として，

海外トップ大学等の役員等から構成される国際アドバイザリーボードを平成 27年 12月に設置した。 

平成 28年２月に開催した第１回ボードミーティングにおいて寄せられた本学の取組に対する評

価や意見については，PDCAサイクルを機能させ今後の活動や戦略に活用していくこととした。 

（３）トップダウンによる戦略的な国際化の推進

戦略的に海外トップ大学との連携強化を図る新たな試みとして，カリフォルニア大学サンタバー

バラ校から複数分野の教員と学生を招へいして合同シンポジウムを開催した。分野別の研究者交流

に加え，異分野間のグループワークや企業訪問等を含む学生ワークショップの実施により，両大学

の教員，学生間の交流を深め，将来に続く大学連携の礎を構築した。 
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国際教育研究協働機構 

 

Ⅱ 特記事項 

１．優れた点及び特色ある点 

（１）迅速な意思決定 

   国際教育研究協働機構は学長以下，全理事・副学長，事務局長及び事務局各部長が構成員となっ

ており，事業の計画・決定など迅速に意思決定が行われている。 

 

（２）情報共有で戦略的な事業の展開 

   （１）のような構成員により，スーパーグローバル大学創成支援事業や研究大学強化促進事業な

どで行っている戦略的な事業の情報を共有し，事業が被らないよう，またどちらの事業(経費)で行

うかなどが検討され，その場で即決している。なお，それぞれの補助金事業等を担当する事務局各

部長が参加しているため，補助金等の執行については適正に管理されている。 

 

 

Ⅲ 次期中期目標期間に向けた課題等 

国際教育研究協働機構は平成 28 年４月から企画戦略本部に移行したため特に無し。 
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国際教育研究協働機構 

 

Ⅳ 中期計画の実施状況（主担当分） 

中期計画【37.2】「スーパーグローバル大学創成支援「真の国際化のためのガバナンス改革による Tokyo 

Tech Quality の深化と浸透」事業の目標達成に向け，平成 26 年度に設置した学長を長とする国際

教育研究協働機構を中核として，教育革新センターや IR 室を設置し，それぞれを所掌するマネジメ

ント担当教員３名を配置する等のガバナンス体制の改革，平成 28 年度の学院設置に向けた準備と新

カリキュラムの構築等の教育システムの刷新，研究組織のフレキシブルな構築・運営を担う科学技

術創成研究院の設置等の研究活動の刷新のための取組を実」に係る状況 

 

スーパーグローバル大学創成支援（以下，SGU）事業の目標達成に向け（資料１），教育システムと研

究活動を刷新するための様々な取組を行い，海外大学等との教育研究交流をさらに促進した。 

 

ガバナンス体制の改革の取組として，学長を中心に，大学改革グランドプランを策定するなど全学

的・長期的な戦略立案を担う「国際教育研究協働機構」を平成 26 年度に設置し，具体的な SGU 事業の

計画を策定し，その進捗管理と予算執行を行った。 

同事業が目指す学長がリーダーシップを発揮できるガバナンス体制を強化するため，戦略立案の中核

組織として，これまで整備してきた企画室等の企画立案組織を抜本的に組み替え所掌範囲の垣根をなく

した一元的な組織「企画戦略本部」（本部長：学長）の平成 28年４月１日の設置を決定した。 

 

全学的な戦略の企画・立案にあたり，学長等の要請に応じて情報分析データの提供などにより大学の

意思決定の支援を行う「情報活用 IR 室」を平成 27 年４月に設置した（資料２）。IR 室は，学内各課の

保有するデータ収集の協力体制の整備を進め，データ分析結果を学長等に報告するとともに，他研究機

関や企業等，学外の関係者も参加する情報活用 IR研究会等を開催し，本学の IR活動の浸透を図った（資

料３，４）。 
 

また，本学の教育の質の向上を図るため，「教育の質保証」「教育能力開発」「教育学習環境開発」を

３本柱とした「教育革新センター」を平成 27年４月に設立した（資料５）。同センターは，国際化への

取組として，英語による教授法の FD 研修，edXによる MOOC(s)の公開，海外の著名な研究者を招いての

シンポジウム開催等を行った（資料６～８）。 

 

さらに，国際的な知見から本学の教育研究活動やガバナンスの仕組み等に助言や提言を行う組織とし

て，海外トップ大学等の様々な分野の有識者で構成する「国際アドバイザリーボード」を平成 27 年 12

月に設置した。平成 28 年２月に第１回ボードミーティングを開催し，今後の大学運営に係る助言を受

けた。 

 

教育システム刷新の取組として，日本の大学では初となる学部と大学院が一体となって教育を行う

「学院」の平成 28年４月の設置に向け，各学院等の創設準備会を置き，設置準備を進めた。 

また，教育推進室に WG を設置し，創設準備会と連携して，各学院等における新カリキュラムを構築

した。国際通用性あるカリキュラムを学生が自主的に学修するよう促すため，シラバスの充実と日本

語・英語による公開（資料９），科目をナンバリングしてレベルと順序を明示，留学・インターンシッ

プ等を経験しやすいよう科目履修が柔軟にできるクォーター制の導入，英語による授業の充実等につい

て準備を行った（資料 10～11）。 

 

研究活動の刷新のための取組については，研究改革の一環として，研究組織をフレキシブルに構築・

運営する新体制である「科学技術創成研究院」を平成 28年４月に設置することとした（資料 12）。それ

を受けて，創設準備会を立ち上げ，組織構成等を検討し，関連規則等を平成 28 年３月に整備した（資

料 13）。 
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国際教育研究協働機構 

 

日本人学生の海外留学促進の取組として，海外大学とのさらなる交流促進に向け，学生交流に係る関

係委員会が連携して一体的にプログラム開発を行い，当初の計画を大きく上回る８つの新規派遣プログ

ラムを実施した。これにより，全学的な学生派遣プログラムによる日本人学生の海外派遣者数は，平成

26年度の 170名から 250名へと大きく増加した（資料 14）。 

 

（資料１）SGU事業の目標，構想内容，構想実現のための体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：本学ホームページ 

http://www.titech.ac.jp/globalization/pdf/sgu_ja.pdf 
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国際教育研究協働機構 

 

（資料２）情報活用 IR室体制 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：情報活用 IR室作成資料 

 

 

（資料３）情報活用 IR研究会案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：情報活用 IR室作成資料 
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国際教育研究協働機構 

 

（資料４）IRに関する講演会案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：情報活用 IR室作成資料 

      

 

（資料５）教育革新センター概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：本学ホームページ http://www.citl.titech.ac.jp/about-citl/ 
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（資料６）教育革新センターで実施した英語による教授法の FD研修（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：本学ホームページ http://www.citl.titech.ac.jp/category/citl/ 
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国際教育研究協働機構 

 

（資料７）edXによる MOOC(s)の公開 

出典：edXホームページ https://www.edx.org/school/tokyotechx 

 

 

 

（資料８）教育革新シンポジウム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：本学ホームページ http://www.citl.titech.ac.jp/upload_files/symposium.pdf 
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（資料９）TOKYO TECH OCW シラバス（日本語・英語版） 
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（一部抜粋） 

出典：TOKYO TECH OCW ホームページ 
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（資料 10）平成 28年度新教育カリキュラムについて 

（ナンバリング，英語による授業，クォーター制） 

3-3．ナンバリング 
すべての授業科目に対して 100番台～600番台のナンバリングを付し，科目間の学修順序を明確化することは前述のとおりである。
100番台～300番台は学士課程レベル，400番台～500番台は修士課程レベル，600番台は博士後期課程レベルとなる。 

・各番台の位置づけについては，以下のとおりとする方針である。 
100番台（導入・基礎科目）：東工大生として類・学院に依らず必要な知識とマインドを身に付けること 
200番台（基盤科目）： 

１．専門の学院・系において必要な基礎知識と教養，語学力を身に付けること， 
２．専門知識を基礎とした発想力，創造力を身に付けること， 
３．（＋）必修科目間の繋がりを理解する，専門知識を英語で理解すること 

300番台（展開科目）： 
１．専門の学院・系において必要な知識と教養，語学力及び表現力を身に付けること 
２．専門周辺分野・他専門分野の知識を身に付けること 

３．（＋）主専門に加え，副専門として系統立った基礎的な専門知識を身に付けること 
400番台（発展科目）： 

１．主専門分野の深い知識を英語で身に付けること， 

２．大学院生としての教養を身に付けること 
500番台（自立科目）： 

１．専門周辺分野，他専門分野の深い知識を英語で身に付けること 

２．（＋）主専門に加え，副専門の系統立った専門知識を身に付けること 
600番台（熟達科目）： 

１．専門分野における先端的事象を取り上げて研究を遂行し，その成果をグローバルに発表・発信する力を身に付けること 

２．課題を発見する力を身に付けること 

・100番台の科目は，100「○○○○」とされるが，ナンバリングの構成（表記方法）については検討中である。 

 

3-7．英語による授業 

平成 28年 4月入学の学部学生が早期卒業後修士課程に入学する平成 31年度 4月には，すべての大学院専門科目を英語で開講する

予定である。そのため，400番台以降の専門科目については順次英語化を進めるものとする。 

英語による授業を行うことが目的なのではなく，「科学・技術の力で世界に貢献する人材」を育成することが目的であり，そのよ

うな人材には英語が必須であるという観点から，英語による授業を増やすものとする。 

なお，学士課程におけるいわゆる理工系の基礎にあたる科目の基本的な内容は全学共通にするとともに，英語で学修したいという

学生のニーズに応えるため，その必修科目（数学，物理学，化学，生命科学）については英語でも実施し，平成 26 年度後期から

順次開始している。 

（注意点） 

・日本語による科目と英語による科目が同一内容であれば，どちらか一方のみ履修可能とする。 

 

3-8．2ndクォーター及び夏期休業中に実施される英語による授業 

・本学に短期留学してくる海外交流学生等のために，系・コースの判断により英語による授業を，2ndクォーター及び夏期休業中

（集中講義）に開講するものとする。特に，夏期休業期間を英語による学修ができるサマースクール期間として位置付ける。なお，

前述のとおり，大学院の専門科目は英語化を進める。 

・学士課程第 10クォーター（３年目の 2ndクォーター）においては，学生が留学しやすいよう必修科目を置かない方針とする。 

・夏期休業中に実施される科目であっても，学士課程の場合，キャップ（申告単位数の上限／年）に含まれる。 

 

4-2．学事暦/クォーター制 

（１）学期とクォーターの関係 

２学期制を維持しつつ，教育カリキュラム上学期を前半と後半に分けたクォーター制に全面的に移行する。クォーター制を用

いることで，密度の高い学修とともに海外留学やインターンシップ等を促進する。 

・一時限あたり 45 分（二時限分 90 分）の授業で構成し，２単位の授業科目であれば，原則として週２回開講する。１クォー

ターあたり 7.5週の短期間で集中的に学ばせ，学修の効率を向上させる。 

・ただし，教育効果や実験の結果等の教育上の観点で必要があれば，一部の科目を，２つのクォーターを通しで行うことや，

１日に長い時間をかけて実施することができる。クォーター制に移行することにより，留学しやすくなるなど，セメスター制

ではできなかったことが可能になることから，その趣旨を踏まえて対応する。 
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（２）クォーター制の期間 

・クォーターの期間として，1stクォーターは 4月から 6月上旬，2ndクォーターは 6月中旬から 8月 10日頃，3rdクォーター

は 9月 23日頃から 11月末，4thクォーターは 12月上旬から 2月上旬とし，クォーターの間に準備期間（定期の授業が無い日）

を 2 日ないしは 3 日設ける。準備期間に教員は，試験等の採点や成績報告，次クォーターの準備，学生は，前クォーターの学

修の復習と次クォーターの学修準備を行う。 

・本学に短期留学してくる海外交流学生等のために，系・コースの判断により英語による授業を，2ndクォーター及び夏期休業

中（集中講義）に開講するものとする。特に，夏期休業期間を英語による学修ができるサマースクール期間として位置付ける。 

         出典：教育推進室作成資料（平成 28年度新教育カリキュラム説明会(H27.4.22)資料（抜粋）） 

 

（資料 11）各学院等における新カリキュラムの例（理学院数学系学修課程）（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：本学ホームページ 

 http://www.titech.ac.jp/guide/guide_28/gakubu1/index.html  
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（資料 12）科学技術創成研究院組織図 

 

 

 

出典：本学作成資料 

http://www.titech.ac.jp/news/2016/033784.html 
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（資料 13）国立大学法人東京工業大学組織運営規則（一部抜粋） 

○国立大学法人東京工業大学組織運営規則 
平成27年11月10日 

規則第81号 
改正 平28規31 

目次 
第１章 総則（第１条―第３条） 
第２章 運営組織 

第１節 役員等（第４条―第10条） 
第２節 職員（第11条） 
第３節 会議及び審議機関等（第12条・第13条） 
第４節 学長室（第14条） 
第５節 企画立案組織等（第15条・第16条） 
第６節 事務局（第17条） 
第７節 技術部（第18条） 
第８節 監査室等（第19条―第21条） 

第３章 教育研究組織 
第１節 学院（第22条・第23条） 
第２節 リベラルアーツ研究教育院（第24条） 
第３節 科学技術創成研究院（第25条） 
第４節 研究拠点組織（第26条） 
第５節 附属科学技術高等学校（第27条） 
第６節 附属図書館（第28条） 
第７節 共通教育組織等（第29条・第30条） 
第８節 寄附講座及び共同研究講座（第31条・第32条） 
第９節 教授会等（第33条・第34条） 

第４章 補則（第35条） 
附則 

第１章 総則 
（趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人東京工業大学（以下「法人」という。）の組織，職制及び運営等に関し，必要な事項を定めるも
のとする。 

（中略） 
第３節 科学技術創成研究院 

（科学技術創成研究院） 
第25条 大学に，研究の推進を通じて知の結集を図ることにより，革新的な科学や技術を開拓することを通じた新たな研究領域の創

出と，人類社会の課題解決，将来の産業基盤の育成を強く意識した世界トップレベルの研究成果の創出を目指すため，科学技術創
成研究院を置く。 

２ 科学技術創成研究院に研究院長を置き，教授をもって充てる。研究院長は，科学技術創成研究院の研究に係る業務を掌理すると
ともに，研究資源の獲得を強く推し進め，国内外の機関等との連携を活性化した上で，当該業務の遂行に必要な運営体制の整備を
図る。 

３ 科学技術創成研究院に，副研究院長を置き，教授をもって充てる。副研究院長は，研究院長の職務を補佐する。 
４ 前２項に定めるもののほか，科学技術創成研究院の組織及び運営等については，別に定める。 
５ 科学技術創成研究院に，次の各号に掲げる研究所を置く。 

一 未来産業技術研究所 
二 フロンティア材料研究所 
三 化学生命科学研究所 
四 先導原子力研究所 

６ 科学技術創成研究院に，次の各号に掲げる研究センターを置く。 
一 先進エネルギー国際研究センター 
二 社会情報流通基盤研究センター 

７ 科学技術創成研究院に，研究ユニットを置くことができる。 
８ 研究所は，別に定めるところにより，大学以外の国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の研究に従事す

るものに利用させることができる。 
９ 研究所に研究所長を，研究センターに研究センター長を，研究ユニットに研究ユニットリーダーをそれぞれ置く。 
10 前項に定めるもののほか，研究所，研究センター及び研究ユニットについては，別に定める。 

第４節 研究拠点組織 
（研究拠点組織） 

第26条 大学に，学長が特に認める研究拠点として，次の各号に掲げる研究拠点組織を置く。 
一 地球生命研究所 
二 元素戦略研究センター 
三 『以心電心』ハピネス共創研究推進機構 

（以下略） 

出典：本学ホームページ 

http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001061.html 
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（資料 14）プログラム別学生交流実績数（派遣・受入）【国際室ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのみ】 

（2010～2015年度） 

出典：国際室作成資料 
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